
）2いといがわいといがわ 議会だより （委員会報告

総
務
文
教
常
任
委
員
会

９
月
25
日

　
・
権
現
荘
等
の
管
理
運
営
に
つ
い
て

　
・
市
町
合
併
の
効
果
等
の
検
証
と
課
題
把

握
（
中
間
評
価
）
に
つ
い
て

　
・
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
に
つ
い
て

９
月
30
日
〜
10
月
２
日
（
市
外
調
査
）

　
・
公
立
保
育
園
の
民
営
化
に
つ
い
て
（
埼

玉
県
深
谷
市
）

　
・
小
中
一
貫
教
育
に
つ
い
て
、
教
育
委
員

会
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
（
東
京
都
武

蔵
村
山
市
）

　
・
定
住
・
交
流
人
口
の
拡
大
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
（
移
住
・
交
流
推
進
機
構
　

東
京
都
中
央
区
）

11
月
18
日

　
・
権
現
荘
等
の
管
理
運
営
に
つ
い
て

　
・
長
期
財
政
見
通
し
に
つ
い
て

建
設
産
業
常
任
委
員
会

10
月
９
日
〜
11
日
（
市
外
調
査
）

　
・
ア
ニ
メ
に
よ
る
観
光
Ｐ
Ｒ
の
取
組
に
つ

い
て
（
富
山
県
南
砺
市
）

　
・
高
校
生
レ
ス
ト
ラ
ン
ま
ご
の
店
の
取
組

に
つ
い
て
（
三
重
県
多
気
町
）

　
・
遊
休
農
地
解
消
を
狙
っ
た
薬
草
ト
ウ
キ

の
栽
培
に
つ
い
て
（
長
野
県
佐
久
市
）

11
月
14
日

　
・
下
水
道
料
金
の
改
定
に
つ
い
て

　
・
能
生
谷
簡
易
水
道
統
合
整
備
事
業
に
つ

い
て

　
・
農
林
水
産
業
の
振
興
と
整
備
に
つ
い
て

市
民
厚
生
常
任
委
員
会

10
月
15
日
〜
17
日
（
市
外
調
査
）

　
・
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
つ
い
て

（
埼
玉
県
坂
戸
市
）

　
・
地
方
の
看
護
師
不
足
と
今
後
に
つ
い
て

（
聖
路
加
看
護
大
学   

東
京
都
中
央
区
）

　
・
浦
安
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
（
社
会
福
祉
法
人
夢
の
み
ず
う
み
村  

千
葉
県
浦
安
市
）

　
・
３
者
で
つ
く
る
認
知
症
支
援
に
つ
い
て

（
静
岡
県
藤
枝
市
）

11
月
１
日

　
・
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
か
ら
生
じ
る

汚
泥
の
処
理
に
つ
い
て

閉
会
中
の
所
管
事
項
調
査

　
本
定
例
会
中
に
総
務
文
教
、
建
設

産
業
、
市
民
厚
生
の
各
常
任
委
員
会

を
開
催
し
、
付
託
案
件
審
査
や
所
管

事
項
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
委
員
会

質
疑
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

質
問

　今
回
の
補
正
予
算
に
計
上
さ

れ
て
い
る
柵
口
温
泉
施
設
の
改
修
費

の
内
訳
に
つ
い
て
伺
う
。

答
弁

　権
現
荘
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
改

修
工
事
の
実
施
設
計
業
務
委
託
料
で

あ
り
、
改
修
工
事
の
内
容
や
面
積
を

基
に
費
用
を
算
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

質
問

　指
定
管
理
者
制
度
に
移
行
し

た
施
設
の
、
こ
れ
ま
で
の
事
業
内
容

や
収
支
、
指
定
管
理
料
の
適
正
さ
な

ど
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
事
業
の
活

性
化
を
図
る
た
め
に
も
、
今
後
、
指

定
管
理
者
へ
の
事
業
評
価
シ
ス
テ
ム

や
外
部
監
査
制
度
の
導
入
が
必
要
で

は
な
い
か
。

答
弁

　指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に

お
い
て
は
指
定
管
理
料
の
設
定
の
ほ

か
、
公
平
性
・
透
明
性
・
競
争
性
な

ど
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
ま

た
、
リ
ス
ク
分
担
、
監
査
、
施
設
運

営
に
対
す
る
評
価
な
ど
も
重
要
で
あ

り
、
外
部
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
よ

う
な
体
制
の
整
備
を
来
年
度
に
対
応

で
き
な
い
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。

質
問

　上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
か

ら
生
じ
る
汚
泥
の
処
理
に
つ
い
て
、

現
在
、
新
潟
市
・
新
発
田
市
・
長
岡

市
・
燕
市
か
ら
の
搬
入
が
あ
る
が
、

今
後
、
新
た
な
要
請
が
あ
れ
ば
市
は

認
め
る
の
か
。
ま
た
、
い
つ
頃
ま
で

処
理
が
行
わ
れ
る
の
か
。

答
弁

　原
則
と
し
て
、
放
射
性
物
質

と
し
て
扱
わ
な
い
100
ベ
ク
レ
ル
以
下

の
も
の
に
つ
い
て
は
、
要
請
が
あ
れ

ば
処
理
を
認
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。
ま
た
、
現
時
点
で
検
出
さ

れ
な
く
な
る
時
期
が
は
っ
き
り
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
終
了
の
時
期
は

何
と
も
言
え
な
い
。


